
第3者に対する災害防⽌対策

体感マットの設置

公共⼯事の現場では、県道、市道等の道路上、歩道上での⼯事が多く、通⾏者、⾞
両への配慮が不可⽋である。

以下は、⽚側通⾏あるいは⾞線規制に対する⾒える化による安全対策である。



通⾏規制箇所でマンホール蓋を開けたまま作業する現場では、仮蓋の設置と共に、
開⼝部明⽰と注意を促し、「⾒える化」による対策を施した。

⽔路等の改修⼯事では、改修中に看板、
街灯もなく、⾞両への明⽰がなく危険
なので、これ以上進まないように注意
喚起の為の明⽰を⾏った。


